
国土交通省 





番号 制度名

国交01 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長

国交02 関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長

国交03 特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長

国交04 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長

国交05 船舶に係る特別償却制度の延長

国交06 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置

国交07 半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交08 離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

国交09 奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

 国土交通省

-341-



【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容及び区分

創設年度 H6 区分 延長過去の政策評価の実績

 租税特別措置法第65条の4、第68条の75

評価対象税目
義務対象

（評価実施府省：国土交通省）

努力義務対象

 措置の適用期限を令和5年12月31日まで3年間延長する。

H23国交03、H26国交11、H29国交02

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交01）

 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長
 （特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除）

措置内容

平成30年度時点    土地等が宅地造成事業等により買い取られ、対価又は交換資産の取得をした場合には、その譲渡益の額の範囲
内で1,500万円の特別控除ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後

 従前どおり

 従前どおり

 制度名
（措置名）

【基本情報】

・ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を促進すること。
・ 都市再生・地域再生を推進すること。

H23 72 610,552 24.6% 81,845

H24 78 627,847 23.9% 80,309

H25 78 661,097 22.7% 82,855

H26 76 653,240 23.0% 84,540

H27 83 730,843 22.6% 86,868

H28 71 636,022 23.6% 75,565

H29 63 565,088 28.1% 60,208

H30 63 557,155 26.9% 58,777

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の
適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
る報告書」（総務省）に基づき記載

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

【R2 国交01】-342-
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【R2 国交01】
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 S62 区分 延長

　租税特別措置法第44条、第68条の19

過去の政策評価の実績

 　研究施設を新設又は増設する企業に立地のインセンティブを与えることによって、研究施設の集積を誘導し、研究
機関相互の交流や共同研究等を推進し、新産業の創出等国民経済の活性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交11、H24国交12、H26国交
18、H28国交08、H30国交03

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交02）

　関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究施設に係る特別償却制度の延長
　（関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術施設の特別償却）

措置内容

平成30年度時点  　文化学術研究地区において整備される一定の研究施設の取得等をした場合には、取得価額の12％（建物等は
6％）の特別償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　研究施設のうち機械装置の取得価額要件を400万円以上（改正前：240万円以上）に引上げ

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 3 2,726 － 333

H24 2 1,587 － 184

H25 2 3,023 － 346

H26 2 14,231 － 1,811

H27 2 103,409 － 10,842

H28 2 11,323 － 1,327

H29 3 13,353 － 993

H30 2 39,617 － 2,950

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載

【R2 国交02】-350-
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 H23 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交03）

　特定都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長
　（特定都市再生建築物の割増償却（特定都市再生緊急整備地域））

措置内容

平成30年度時点 　 特定都市再生緊急整備地域内において、都市再生特別措置法の認定計画に基づく特定都市再生建築物等の
取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額に100分の50を乗じた金額の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第47条、第68条の35

過去の政策評価の実績

　 昨今の成長が著しいアジア諸国と比較し、我が国都市の国際競争力が低下している中、我が国経済を牽引する大
都市について、国際的なビジネス環境・生活環境、大規模災害に対応するための環境を整備することにより、世界中
からヒト・モノ・カネ・情報を呼び込み、その国際競争力の更なる強化を図ること。
　 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により深刻なダメージを受けた日本経済の早期回復・持続的発展に寄与す
るとともに、新型コロナ危機を踏まえたニュー・ノーマルに対応したまちづくりを進めること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交16、H23国交07、H24国交
14、H26国交16、H28国交06、H30国
交08

H23 53 7,436,275 84.8% 908,111

H24 48 5,968,642 94.6% 689,408

H25 9 3,211,681 － 584,488

H26 8 2,911,681 － 446,200

H27 9 3,192,638 － 372,929

H28 19 3,303,085 － 394,316

H29 14 3,358,714 － 263,418

H30 14 2,804,374 － 212,026

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の
適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
る報告書」（総務省）に基づき記載

※H25以降の「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」については、
特定都市再生緊急整備地域内又はその他の都市再生緊急整備地域内において、
都市再生事業により整備される建築物に係る分全体の数値を記載。「地方税への影
響額」については、「特定都市再生建築物の割増償却」の措置全体の数値を記載

【R2 国交03】-356-
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

 

政策目的

法人税

関係条項

要望内容

創設年度 H15 区分 延長

 　租税特別措置法第47条、第68条の35

過去の政策評価の実績

　 我が国の活力の源泉である都市について、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上（＝都市再生）によ
る都市の更なる魅力の向上を図ること。
　 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により深刻なダメージを受けた日本経済の早期回復・持続的発展に寄与す
るとともに、新型コロナ危機を踏まえたニュー・ノーマルに対応したまちづくりを進めること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

　H22国交17、H24国交14、H26国交
17、H28国交07、H30国交09

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交04）

　 都市再生緊急整備地域に係る課税の特例措置の延長
　 （特定都市再生建築物の割増償却（都市再生緊急整備地域））

措置内容

平成30年度時点
 　都市再生緊急整備地域（特定都市再生緊急整備地域を除く。）内において、都市再生特別措置法の認定計
画に基づく特定都市再生建築物等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額に100分の30を乗じた金額
の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後  　従前どおり

 　割増償却割合を25％（改正前：30％）に引下げ

【基本情報】

   制度名
（措置名）

H23 53 7,436,275 84.8% 908,111

H24 48 5,968,642 94.6% 689,408

H25 9 3,211,681 － 584,488

H26 8 2,911,681 － 446,200

H27 9 3,192,638 － 372,929

H28 19 3,303,085 － 394,316

H29 14 3,358,714 － 263,418

H30 14 2,804,374 － 212,026

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の
　適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載
※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
　る報告書」（総務省）に基づき記載
※H25以降の「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」については、
　特定都市再生緊急整備地域内又はその他の都市再生緊急整備地域内において、
　都市再生事業により整備される建築物に係る分全体の数値を記載。「地方税への影
　響額」については、「特定都市再生建築物の割増償却」の措置全体の数値を記載

【R2 国交04】-362-
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S26 区分 延長

　租税特別措置法第43条、第68条の16

過去の政策評価の実績

・ 国際社会からのＣＯ２排出削減等の環境負荷の低減への要請に応え、エネルギー効率が高く環境にやさしい
船舶の建造投資を促進することで、国際海上輸送や内航海運における環境負荷低減を図ること。
・ IoTをはじめとした新技術の導入を促すことで、船主、傭船者たるオペレーターの競争力をさらに図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交38、H24国交26、H26国交
22、H28国交15、H30国交04

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交05）

　船舶に係る特別償却制度の延長
　（船舶の特別償却）

措置内容

平成30年度時点  　海上運送業を営む法人が、海上運送業の経営の合理化及び環境負荷の低減に資する船舶の取得等をした場合
には、船舶の区分に応じて、取得価額の16％又は18％の特別償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後  従前どおり

・ 特定先進船舶に該当する外航船舶に係る特別償却割合を18％（改正前：16％）（日本船舶に該当す
るものは20％（改正前：18％））に引上げ

・ 特定先進船舶に該当しない外航船舶に係る特別償却割合を15％（改正前：16％）（日本船舶に該当
するものは17％（改正前：18％））に引下げ

・ 環境負荷低減に係る要件の見直し

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 40 36,937,749 59.4% 5,071,732

H24 57 60,955,023 59.5% 7,999,248

H25 41 26,702,499 53.1% 3,440,348

H26 38 25,557,783 56.8% 3,320,502

H27 44 30,475,769 51.1% 3,723,644

H28 51 42,859,951 42.1% 5,089,259

H29 50 46,424,281 50.5% 5,216,305

H30 48 43,976,425 47.4% 5,078,854

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地
方法人特別税・千

円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の
適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関す
る報告書」（総務省）に基づき記載
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＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交06）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度  ー 区分  ー

【基本情報】

 制度名
（措置名）

（評価実施府省：国土交通省）

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置
（ー）

措置内容

平成30年度時点 　ー

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　ー

　ー

 租税特別措置法第65条、65条の4、68条の72

過去の政策評価の実績

 老朽化マンションの建替え・改修を促進し、耐震性等の安全性や質の向上を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  要除却認定を受けたマンションのマンション敷地売却事業において、法人の区分所有者が組合に土地等を買い取られる場合に生じる譲渡所得に関して、1,500万円の特別控除をするもの、要除却認
定を受けたマンションのマンション敷地売却事業において、法人の区分所有者が組合に土地等を買い取られる場合に、長期譲渡所得の課税の特例（重課免除）を適用するもの、マンション敷地を分割す
る敷地権利変換を受けて区分所有者が敷地等を取得した場合において、従前資産の譲渡がなかったものとみなす措置及び清算の際に生じる区分所有者の譲渡所得に係る非課税措置を要望する。

 ー

【R2 国交06】-380-
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【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S61 区分 延長

（評価実施府省：国土交通省）

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

 　半島振興法に基づき、半島振興対策実施地域において、生活基盤の整備を行うとともに、製造業、農林水産物等
販売業、旅館業、情報サービス業等の振興を図り、雇用の確保を行い、若年層の人口流出の抑制、地域経済の活
性化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交12、H24国交07、H26国交
06、H28国交01、H30国交05

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交07）

　半島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
 　（特定地域における工業用機械等の特別償却（半島振興対策実施地域における産業振興機械等の割増償
却））

措置内容

平成30年度時点
 　半島振興法の半島振興対策実施地域として指定された地区のうち認定半島産業振興促進計画に記載された地
区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建物等は48％）の割
増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 44 892,257 72.8% 112,470

H24 45 1,041,894 72.6% 122,852

H25 33 313,484 99.0% 37,744

H26 37 171,630 83.4% 20,797

H27 44 162,864 75.4% 19,186

H28 65 559,238 84.9% 65,961

H29 65 457,903 82.2% 34,435

H30 82 725,335 80.2% 68,387

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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R2 R4

35 10.3 100 1   39

  5 100 1

421 473 516

162 161 170
1,816 2,041 2,224

397 438 484
92 102 112

23.2 23.2 23.2
39 43 47

2 3 4
194 194 194

823 923 1,529
193 216 355

70 35 74
143 156 150

38 37 35
301 151 320

140 152 194
23.4 23.2 23.2

29 30 1

1,529 150 = 10.19
R2 10.19 × 39 = 397.41

R1
R2  × R2

R2

H27
6 H27

R2 H28 H29
6 H28 H29
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（評価実施府省：国土交通省）
【適用状況】

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H5 区分 延長

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

 　産業基盤及び生活環境等に関する地域格差を是正するとともに、離島等の地理的及び自然的特性を生かした創
意工夫のある自立的発展を図ることにより、離島における人口の著しい減少の防止及び離島における定住の促進を図
ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交26、H24国交08、H26国交
07、H28国交02、H30国交06

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交08）

　離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
 　（特定地域における工業用機械等の特別償却（離島振興対策実施地域における産業振興機械等の割増償
却））

措置内容

平成30年度時点
 　離島振興法の離島振興対策実施地域として指定された地区の市町村長が策定する産業投資促進計画に係る地
区として指定された地区において、産業振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建
物等は48％）の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

H23 3 53,953 － 6,705

H24 3 25,665 － 3,267

H25 0 － － －

H26 2 6,138 － 810

H27 3 42,289 － 5,292

H28 4 6,964 － 829

H29 6 9,705 － 1,152

H30 12 45,127 97.4% 5,357

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（法人住民税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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（評価実施府省：国土交通省）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長

＜令和3年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R2国交09）

　奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長
　（特定地域における工業用機械等の特別償却（奄美群島における産業振興機械等の割増償却））

措置内容

平成30年度時点  　奄美群島振興開発特別措置法の奄美群島のうち認定奄美産業振興促進計画に記載された地区において、産業
振興機械等の取得等をした場合には、5年間、普通償却限度額の32％（建物等は48％）の割増償却ができる。

令和元年度税制改正以後

令和2年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】

 制度名
（措置名）

　租税特別措置法第45条、第68条の27

過去の政策評価の実績

　定住人口の減少傾向の改善を図るためには、民間事業者による投資を通じた内発的発展を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長する。

 　H22国交27、H24国交09、H25国交
05、H26国交08、H28国交03、H30国
交07

H23 3 53,953 － 6,705

H24 3 25,665 － 3,267

H25 0 ー － －

H26 1 6,240 － 715

H27 4 2,083 － 237

H28 3 5,107 － 599

H29 2 2,510 － 200

H30 4 13,871 － 1,404

適用件数
（法人税・件）

適用総額
（法人税・千円）

適用額の
上位10社割合
（法人税・％）

地方税への影響額
（地方法人二税・地方
法人特別税・千円）

※「適用件数」、「適用総額」及び「適用額の上位10社割合」は、　「租税特別措置の適用実
態調査の結果に関する報告書」（財務省）に基づき記載

※「地方税への影響額」は、「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告
書」（総務省）に基づき記載
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R2 R4

6 9 12
9 18 20
2 4 5

4 6 9
6 9 16
1 2 4

2 2 2

9 17 10

4
1 2 1

23.2 23.2 23.2
2 3 3
3 9

2 4 2

6

2 3 4
12 12 12

0 3 1
0 8 1

5 5 5
9 9 9

5 8

0 2 0

12
29 30 1

12 12
23.4 23.2 23.2
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